
■研究開発費税制の見直し
　試験研究費の総額に係る税額控除につい
て、次のように税額控除率を見直し、一定のベ
ンチャー企業の控除税額の上限は当期の法
人税の25％から40％に引き上げられます。
＜増減試験研究費割合8%超＞
9.9%＋（増減試験研究費割合－8%）×0.3
＜増減試験研究費割合8%以下＞
9.9%－（8%－増減試験研究費割合）×0.175
　その他控除税額の上限の上乗せ、中小企
業技術基盤強化税制、特別試験研究費の額に
係る税額控除制度などについても、一部見直
しが行われます。

■中堅・中小企業向け特例
・中小企業者等の法人税の軽減税率の特例
は、2年間延長されます。
・中小企業投資促進税制について、2年間延
長されます。
・中小企業者等が特定経営力向上設備等を
取得した場合の特別償却又は税額控除制度
は、対象となる設備の見直しを行った上で、
2年間延長されます。
・特定中小企業者等が経営改善設備を取得し
た場合の特別償却又は税額控除制度は、認
定支援機関の確認を受けることを適用要件
に加えて、2年間延長します。
・地域経済けん引事業の促進区域内で特定
事業用機械等を取得した場合の特別償却又
は税額控除制度は、2年間延長します。
・青色申告書を提出する中小企業者で、事業
継続力強化計画又は連携事業継続力強化
計画に係る特定事業継続力強化設備等を
取得し事業に供した場合に、２０％の特別償
却が認められます。
・法人税関係の中小企業向けの措置法におけ
るみなし大企業の範囲について、見直しが
行われます。

■事業税率の見直し
　平成31年10月以降、事業税の税率を引き
下げ、特別法人事業税を創設します。資本金

1億円以下の普通法人年800万円超の所得
に対し、事業税7％・特別法人事業税は2.59%
（改正前は事業税9%）に変更されますが、全
体の税負担としては大きな影響はありません。

■住宅ローン減税の特例の創設
　現在10年間利用できる住宅ローン減税が、
平成31年10月～平成32年12月までに消費
税率10％で住宅を取得した場合、11～13年
目の3年間で住宅価格の２％相当の税額控除
を受けられる特例が創設されます。平成31
年10月以降、消費税率引上げ分を、税額控
除が受けられる仕組みとなっています。

■老人ホームに入っている場合でも空き家の
　3000万円控除が利用可能
　空き家に係る3000万円控除について、被
相続人が要介護認定を受けて老人ホーム等
へ入所していた場合などに利用できることと
なります。

■転勤などで一時出国の場合にNISA口座の
　継続
　NISA口座を開設している居住者が、転勤
などで一時的に居住者に該当しないことに
なる場合でも、所定の手続きをすることで最
大5年間NISA口座について居住者に該当す
るとして利用することが可能となります。

■ふるさと納税の寄付先の指定化
　ふるさと納税について、募集が適正であるこ
と、返礼割合が3割以下で返礼品を地場産品に
しているなどのルールを守っている自治体を総
務大臣が指定して、指定を受けた自治体への
寄付金のみが、ふるさと納税の対象とされます。
平成31年6月以降の寄付から適用されます。

■シングルマザー等に対する個人住民税の非
　課税制度
　児童扶養手当の支給を受けている児童の
父又は母で、現に婚姻をしていない者または
配偶者の生死が不明の場合に、前年の合計
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　政府は、平成30年12月21日に平成31年度税制改正大綱を閣議決定しました。
　法人会が提言していた、中小企業に対する軽減税率・投資促進税制などは2年
間延長され、消費税率の引上げに対しては、消費税率引上げ後の需要減に配慮し
た内容も含まれています。主な内容をお知らせします。

中小企業に対する軽減税率・
投資促進税制が2年間延長！

平成31年度 税制改正大綱



所得金額が135万円以下であれば、住民税
が非課税とされます。平成33年度以後の住
民税から適用されます。

■個人事業者に対する事業承継税制の創設
　経営承継円滑化法による認定を受けた相
続人が平成31年から平成40年までの間に、
相続等により特定事業用資産を取得し事業
を継続する場合は、特定事業用資産に対応
する相続税について１０割の納税猶予を受け
ることができます。
　経営承継円滑化法による認定を受けた受
贈者が、平成31年から平成40年までに、贈
与により特定事業用資産を取得し、事業を継
続していく場合には、贈与により取得した特
定事業用資産に対応する贈与税について納
税猶予を受けることができます。

■事業用小規模宅地を利用した租税回避の防止
　小規模宅地の特例について、特定事業用
宅地等の範囲から、相続開始前3年以内に事
業の用に供された宅地等が除外されます。平
成31年4月以後の相続から適用されます。た
だし、同日前から事業の用に供されている宅
地等については適用されません。これは、特
定事業用宅地が８割引きの評価を受けること
を利用した租税回避を防止するためです。そ
のため、当該宅地の上で事業に要されている
減価償却資産の価額が宅地の価額の15％以
上である場合は、規制の対象とされません。

■教育資金贈与に関する改正
　教育資金について、次の改正をして2年間
延長することとしました。
①平成31年4月以降の贈与については、受
贈者の贈与前年の合計所得金額が1000
万円を超える場合には、適用されません。
②受贈者が23歳に達した以降は、教育資金
の範囲から、教育に関する役務提供の対価、
スポーツ・文化芸術に関する活動等に係る
指導の対価、これらの役務提供又は指導に
係る物品の購入費及び施設利用料が除外
されます。
③贈与者が、死亡の前3年以内に教育資金贈
与をした場合で、受贈者が23歳未満であ
る場合など一定の場合に該当しない場合
は、相続又は遺贈により取得したものとみ
なし、相続税の計算に組み込まれます。ま
た、従来は30歳で打ち切りでしたが、受贈
者が学校等に在学している場合などは40
歳まで教育資金管理契約が延長されます。

■結婚・子育て資金贈与に関する改正
　平成31年4月以降の贈与については、受
贈者の贈与前年の合計所得金額が1000万
円を超える場合には、適用がなくなります。

本制度は2年間延長されることになりました。

■事業承継税制の改正
　やむを得ない事情により資産保有型会社・
資産運用型会社に該当した場合に、その該当
した日から6月以内に解消できれば納税猶予
を継続できます。

■輸出物品販売場についての見直し
　輸出物品販売場の許可を受けている事業
者が、7月内の期間を定めた臨時販売場を設
置しようとする場合、前日までに届出をする
ことで、臨時販売場が輸出物品販売場とみな
されます。平成31年7月1日以後に行われる
課税資産の譲渡等から適用され、手続委託
型輸出物品販売場許可申請書に、委託先の
承認通知書の写しが不要となります。

■金地金等の密輸に対する改正
　密輸品と知りながら行った課税入れにつ
いて、仕入れ税額控除制度の適用が認めら
れなくなります。平成31年4月1日以後の課
税仕入れから適用されます。
　金又は白金の地金の課税仕入れについて、
本人確認書類の写しの保存を、仕入税額控
除の要件とします。平成31年10月1日以降
の課税仕入れから適用されます。

■消費税率引上げに合わせた自動車に関する
　税率の整備
・平成31年10月から平成32年9月まで取得
した自家用乗用車の環境性能割は、税率が
１％軽減されます。
・自家用自動車に係る種別割は、平成31年
10月以後に新車新規登録を受けたものに
ついて、引き下げられます。

■民法における成年年齢引き下げへの影響
　民法改正において、税法上の未成年を20
歳未満から18歳未満に引き下げます。民法
に合わせて平成34年4月1日以後の判定で
利用されます。相続税の未成年控除、未成年
のNISA口座、住民税の非課税などの取扱い
に影響します。

☆記事内容についてのお問合せは…
ＴＳＫ税理士法人
税理士　飯田 聡一郎
TEL： 03-5363-5958
FAX： 03-5363-5449
HP: http://www.iida-office.jp/

相続税・贈与税関係

消費税関係

その他
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